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１．要 旨 

第五次基本計画で定めた施策を実現するために、今後３年間で実施する事業のうち、主

要なもの（以下「主要事業」という。）を定める「東大和市実施計画（令和８年度～令和 

１０年度）」を策定するものである。 

（１）新規主要事業（主なもの） 
〇小学校における自閉症・情緒障害特別支援学級の設置事業【施策1-3学校教育（重要施策）】 

〇成年後見に係る中核機関設置等事業【施策2-2高齢者福祉（重要施策）】 

〇ＡＩ相談支援システム活用事業【行財政-1行財政運営、行政改革（重要施策）】 

〇庁舎中庭インクルーシブ遊具設置事業【行財政-2公共施設等マネジメント（重要施策）】 
 

（２）「令和８年度～令和１０年度実施計画」における主要事業額       （単位：百万円） 
年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 年度合計 

事業額 合計 3,190 4,294 3,485 10,969 

内 

訳 

一般会計分 2,823 2,607 2,553 7,983 

特別会計等分 367 1,687 932 2,986 
   ※令和８年度事業数：７６事業（一般会計６６事業、特別会計等１０事業） 
 

（３）全体の財政収支（一般会計分）               （単位：百万円） 
 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 
①経常的経費収支（歳入-歳出） -246 -179 -434 
②主要事業収支（歳入-歳出） -1,134 -925 -1,020 

財政収支（①+②全体） -1,380 -1,104 -1,454 
 

（４）影響及び効果 

  同計画の策定は、今後の予算編成の指針となる。 

財源不足額への対応については、引き続き歳入の確保や歳出の縮減、基金の活用等を進める。 

 ２．経 過（現時点に至るまでの経過） 

４月～７月  主要事業に関する調査、集計及び政策経営部長調整 

８月～１１月 各部との調整及び理事者調整等 

 
 ３．留意事項（問題点等） 

 

  ４．主管部処理案（検討結果等） 

  庁議審議後、市議会議員へ配布する。 

  ５．審議結果 

  決定 

 


